
NO 町内名等 項目 質問・要望 回答・対応 担当課 備考

1 松波町
国道７号線（内道川字烏森・
松波町付近）に告知看板設置
について

　６月２７日午後６時頃国道７号線上り車線で
運転を誤りガードレールをなぎ倒し、歩道を飛
び越え松波町内会内の境界のコンクリートに激
突して歩道に横倒しになり停止しました。現地
は緩やかなカーブになっており、過去にも国道
の上下線で今のところ重大事故にはなっており
ませんがガードレールを越えて歩道に進入する
事故が数件発生しております。
　松波町としては、重大事故が発生する前に、
市から国土交通省に対して「事故多し」・「こ
の先カーブ」等の告知看板を設置するように働
き掛けをして下さるようにお願い申し上げま
す。

　８月２５日、本荘国道維持出張所へ当該要
望内容について、現地調査及び環境改善につ
いてお願いの文章を提出。
　同２９日に担当より連絡があり、後日、現
場立会いをしたい旨の電話がありました。
　９月６日（火）に、市（市民サービス
課）、内道川自治会長、松波町内会長、本荘
国道維持出張所職員とで現地立会いをしまし
た。本荘国道維持出張所では、路面に「カー
ブ注意」の警告文字をペイントして事故防止
対策する考えであるとのことでした。施工時
期は来年度早々に着手するとの事でした。

市サ

4 道川
三嶽神社（大石川原）脇の沢
水排水路と市道（農道）との
交差部分の暗渠

　三嶽神社（大石川原）脇の沢水排水路と市道
（農道）との交差部分及び下流君ヶ野川までの
排水路の拡幅改良工事をしていただきたい。
　ここは大雨の度に沢からの土砂で暗渠が詰ま
り氾濫して、付近一帯が通行できなくなる。
　また流出した土砂で田が埋まってしまう。沢
の上流に砂防ダムの設置を検討していただきた
い。

　当該水路は災害級の大雨時、土砂流出によ
り溢水する危険性があることは確認済みであ
ります。
　現地はその都度確認し、土砂流入があった
場合は適宜撤去してまいります。また、土砂
流出防止対策など調査も併せて行いながら検
討してまいります。

　砂防ダムの設置は市内各地域から多数要望
があり、優先順位をつけて県にお願いをして
おります。今後も要望を継続してまいります
のでご理解をお願いします。

産業建
設

5 道川
三嶽神社下から浅田地区に至
る市道（農道）沿いの側溝の
浚渫

 この側溝は大量の土砂で埋まり、人力では取り
除けなくなっている。機械等で対処していただ
きたい。

　現状について現地調査済みであります。
　現在、管内の道路排水路の土砂撤去を順次
しているところでありますのでご理解とご協
力よろしくお願いします。

産業建
設

市サ

令和４年度　市政に関する質問・要望等（回答）
令和4年10月7日

2 幸町 防災無線について

　緊急時等に使用される防災無線が聞き取りづ
らいので何とかしてもらいたい。

 防災行政無線の配置場所につきましては、放
送（音）の影響を考慮し、拡声器（子局）を
設置しておりますが、天気によっては聞こえ
づらくなってしまう場合もあることが現状で
す。また、放送は主に屋外の方を対象として
おりますので、屋内にいる方には聞こえない
場合もあると考えます。そのため、市ホーム
ページで、放送内容を掲載しており、それを
確認することができない方に対しての伝達方
法は、町内会や隣近所での「声かけ」なども
お願いしており、併せて話し方やテンポにつ
いても工夫し研究してまいります。
 なお市では、災害時に避難情報などを効果的
に伝わるよう防災行政無線だけではなく、消
防防災メール（登録制）、LINE公式アカウン
ト等SNSのほか、テレビなどフル活用して発信
することとしております。それぞれご利用く
ださり、災害等にお備えいただければと思い
ます。
　また、８月に道川地区で発生した漏水被害
の際は、影響範囲のある町内会長へ、電話に
よる連絡・説明をしております。今後も緊急
時には必要に応じて町内会長及び自主防災組
織の代表の方へ連絡をして参ります。

 防災行政無線の配置場所につきましては、放
送（音）の影響を考慮し、拡声器（子局）を
設置しておりますが、天気によっては聞こえ
づらくなってしまう場合もあることが現状で
す。また、放送は主に屋外の方を対象として
おりますので、屋内にいる方には聞こえない
場合もあると考えます。そのため、市ホーム
ページで、放送内容を掲載しており、それを
確認することができない方に対しての伝達方
法は、町内会や隣近所での「声かけ」なども
お願いしており、併せて話し方やテンポにつ
いても工夫し研究してまいります。
 なお市では、災害時に避難情報などを効果的
に伝わるよう防災行政無線だけではなく、消
防防災メール（登録制）、LINE公式アカウン
ト等SNSのほか、テレビなどフル活用して発信
することとしております。それぞれご利用く
ださり、災害等にお備えいただければと思い
ます。
　また、８月に道川地区で発生した漏水被害
の際は、影響範囲のある町内会長へ、電話に
よる連絡・説明をしております。今後も緊急
時には必要に応じて町内会長及び自主防災組
織の代表の方へ連絡をして参ります。

市サ3 天鷺団地 防災無線放送について

　防災無線について、ほとんどの世帯で二重・
三重に音が被り内容が全く聞き取れない状況で
ある。
【町内会員かたの声】
・放送が始まると、外に出るも聞き取れず、電
話をかけたりして確認している。
・内容が緊急性があるのか、ないのか不安であ
る。
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NO 町内名等 項目 質問・要望 回答・対応 担当課 備考

令和４年度　市政に関する質問・要望等（回答）
令和4年10月7日

6 道川 君ヶ野川右岸の市道の護岸強
化

 大量の雨が降ると君ヶ野川の水が市道を越えて
農業ハウスに浸水し、作物に被害が及ぶ。
　以前の護岸は崩壊して現在は仮の工事で済ま
せている。市道の嵩上げと護岸の強化をお願い
したい。

 当該箇所については河川管理者である県へ情
報提供をしており、昨年度に応急工事を行っ
ております。令和５年度の県事業に対する要
望をしておりますのでご理解とご協力よろし
くお願いします。

産業建
設

7 道川 君ヶ野川の堰堤上部右岸側袖
の漏水改修工事

 この部分２～３ｍだけ護岸されていない部分が
あり、大雨のときはそこから川水が溢れる改修
処置をして頂きたい。

　河川管理者である県に対応していただくよ
う要望してまいります。 産業建

設

8 道川 山崎地内西側に防風柵を設置
する件

　冬季の風雪が激しいのでそれを防ぐ柵を作っ
てもらいたい。

　冬期間の道路状況など現地調査を行い検討
してまいります。 産業建

設

10 上栄町 再要望　空き家の松枯れ木伐
採について

 令和３年度、『松枯れ木の伐採について』を要
望しましたが、その回答は「所有者に対して現
地の状況により適切な管理をお願いする」との
ことでありましたので、その後の進捗状況につ
いてお尋ねしたい。
　いずれにしましても、倒木による被害が想定
されることから伐採について再度要望いたしま
す。

 適切な管理についての文書を送付後、関係者
から連絡があり、対応を依頼しております。
 民地であるため、市が直接対応することはで
きませんが、今後も引き続き、適切な管理を
お願いしてまいります。 市サ

11 赤平 住民自治活動支援交付金の減
額の方針の撤回について

 今年度から本交付金の減額に向けての検討に入
るとの方針ですが、住民自治活動の趣旨・重要
性からは真逆の方針と考えられ、その方針の撤
回を引き続き要望します。

 住民自治活動支援交付金については令和２年
度に制度の見直しを立案・提示し、各町内会
からそれに対するご意見を伺ったところで
す。
 各町内会からは、補助制度の内容や町内会の
実情について多くのご意見をいただきました
が、交付金額の見直しについては反対とする
意見が多数を占める結果となり、この際の見
直し案は一旦白紙といたしました。
 現在、こうしたご意見を踏まえながら、より
町内会の活性化に資する交付金となるよう改
めて制度の内容について検討しているところ
でありますのでご理解をお願いいたします。

市サ

12 赤平 敬老会の開催に係るアンケー
ト調査に関して

 来年度以降の敬老会の開催について、現時点で
新型コロナウイルス収束の如何に言及するのは
おかしいのではないか、質問します。

 新型コロナウィルス感染症収束の兆しが見え
ない中で、高齢者を対象とした敬老会を今ま
で同様に行うことは難しいと考えておりま
す。
　また、高齢化が進み敬老会開催時の協力者
の確保も課題となっているため、敬老会のあ
り方を検討したいと考えております。

市サ

13 赤平 敬老会の開催に係るアンケー
ト調査に関して

 市からの補助金の有無如何で、町内会独自での
敬老会開催の意向を聞くのは、町内会に対して
失礼ではないか、質問します。

 県内において、町内会の敬老事業に補助金を
交付している市があります。
 また、コロナ禍のため敬老会を市主催の事業
から町内会開催時への補助事業とした例もあ
り、本市においても敬老事業を行っている町
内がどれくらいあるのか、また補助があれば
実施したいと考えている町内はあるのか、今
後の参考にお伺いしたものです。
 町内会に敬老会を開催してほしい、という意
味合いではありませんので、ご理解くださ
い。

市サ

9 上栄町 防災無線放送が聞き取りにく
い

 上栄町は、漁港、道の駅、総合支所の３箇所か
ら放送が届くため、混線し何を言っているのか
理解できないので伝え方の工夫が欲しい。
 最初の「市役所からお知らせします」まではわ
かるが、それ以降はやまびこ状態になり重なっ
てくるので理解不能となるという状況です。
 この防災無線放送については、昨年度も俎上に
のぼってましたがその後の改善状況をお尋ねし
たい。
 昨今、自然災害が大規模化している中で情報伝
達の即効性が極めて重要であり至急改善して欲
しいものです。

 防災行政無線の配置場所につきましては、放
送（音）の影響を考慮し、拡声器（子局）を
設置しておりますが、天気によっては聞こえ
づらくなってしまう場合もあることが現状で
す。また、放送は主に屋外の方を対象として
おりますので、屋内にいる方には聞こえない
場合もあると考えます。そのため、市ホーム
ページで、放送内容を掲載しており、それを
確認することができない方に対しての伝達方
法は、町内会や隣近所での「声かけ」なども
お願いしており、併せて話し方やテンポにつ
いても工夫し研究してまいります。
 なお市では、災害時に避難情報などを効果的
に伝わるよう防災行政無線だけではなく、消
防防災メール（登録制）、LINE公式アカウン
ト等SNSのほか、テレビなどフル活用して発信
することとしております。それぞれご利用く
ださり、災害等にお備えいただければと思い
ます。
　また、８月に道川地区で発生した漏水被害
の際は、影響範囲のある町内会長へ、電話に
よる連絡・説明をしております。今後も緊急
時には必要に応じて町内会長及び自主防災組
織の代表の方へ連絡をして参ります。
 無線の機器・装置についての改修はございま
せんが、状況は上のとおりとなります。

市サ
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NO 町内名等 項目 質問・要望 回答・対応 担当課 備考

令和４年度　市政に関する質問・要望等（回答）
令和4年10月7日

14 赤平 敬老会の開催に係るアンケー
ト調査に関して

 敬老会は７５歳以上を対象としているが、敬老
の意義としては年齢は別次元のこと。対象者名
簿の作成にこだわることに意味があるのか、質
問します。

 コロナ禍前より、敬老会を行うにあたって、
対象者（７５歳以上）の名簿を作成しており
ます。
　現在は、敬老会を中止した場合でも名簿を
作成し対象者の方に送付しているところであ
りますが、今後の参考のため、ご意見をお伺
いしたものであります。

市サ

16 肴町 側溝蓋

 昨年支所に郵便局の小路にある側溝の蓋が車が
通るたびにガタガタ音がして夜起きてしまうと
苦情があり、支所に連絡したが、とりあえず応
急処置して後日直すとのことだったが、いまだ
に直ってない。

 当該箇所は県道であるため道路管理者である
県へ情報提供をしております。現在、一部補
修済みでありますが不具合等がありましたら
ご指導をお願いします。引き続き県へ要望し
てまいります。

産業建
設

17 肴町 ガードレール

 肴町の***宅前のガードレールが除雪の際に除
雪車がぶつかり壊れているので直してほしい。

　道路管理者である県に情報提供をし、補修
を要望しておりますのでご理解とご協力よろ
しくお願いします。

産業建
設

18 勝手 勝手～上新谷間の旧国道の白
線塗り直し

 勝手～上新谷間の市道の白線が薄く、見えない
箇所もあるので、白線を越えて端を走行する車
も見られる。非常に危険なので塗り直してほし
い。

　市道のライン復旧については毎年実施して
おります。
　今年度分は既に発注済みであり、当該箇所
は来年度の計画路線に組み入れ実施してまい
りますのでご理解をお願いします。

産業建
設

19 勝手 橋の修繕

 勝栄会館の裏の橋が老朽化し、鉄板が錆びて
所々に棒状の穴が空いている。車も通るので、
安全に通行できるように修繕または新しく橋を
架け替えてほしい。

 橋の補修につきましては橋梁補修計画に則り
点検・調査を行っております。早急な補修が
必要な場合は即時対応をしてまいりますので
ご理解とご協力をよろしくお願いします。

産業建
設

20 勝手 河川の改修について

 勝手地区堂ノ前の河川が雨により部分的に崩壊
している。昨年の工事は被害部分のコンクリー
トを除去しただけ。河川の全体的な改良工事を
検討願う。

　勝手川につきましては、昨年度より河川管
理者である県へ情報提供を行っております。
　早期に復旧していただくよう引き続き県へ
要望してまいります。

産業建
設

21 勝手 空き家対策について

 地域でも空き家が目立ち、環境が悪くなってき
ている。注意、要綱、規則等の作成の検討を願
う。

 本市では「由利本荘市空家等の適正管理に関
する条例」、「由利本荘市空家等の適正管理
に関する条例施行規則」の制定及び「由利本
荘市空家等対策計画」を策定しており、これ
までも管理されていない空家等の所有者等に
対して、適正管理通知を発送するなど、空家
等の適正管理について指導してきたところで
す。
 空家等の管理については所有者等の責任とな
ることから、今後も関係部局と連携しながら
所有者等を把握し、適宜空家等の適正管理に
ついて指導をしてまいります。

市サ

15 肴町 防災行政無線

 防災行政無線は必要な時意味をなさないと思い
ます。
 風吹く方向に左右され聞き取れないし、話し方
がゆっくりすぎてテンポがわるく何を言ってい
るかわからない。こんな防災無線では緊急の場
合町民には伝わらない。緊急連絡網を考えなけ
ればないと思います。

 防災行政無線の配置場所につきましては、放
送（音）の影響を考慮し、拡声器（子局）を
設置しておりますが、天気によっては聞こえ
づらくなってしまう場合もあることが現状で
す。また、放送は主に屋外の方を対象として
おりますので、屋内にいる方には聞こえない
場合もあると考えます。そのため、市ホーム
ページで、放送内容を掲載しており、それを
確認することができない方に対しての伝達方
法は、町内会や隣近所での「声かけ」なども
お願いしており、併せて話し方やテンポにつ
いても工夫し研究してまいります。
 なお市では、災害時に避難情報などを効果的
に伝わるよう防災行政無線だけではなく、消
防防災メール（登録制）、LINE公式アカウン
ト等SNSのほか、テレビなどフル活用して発信
することとしております。それぞれご利用く
ださり、災害等にお備えいただければと思い
ます。
　また、８月に道川地区で発生した漏水被害
の際は、影響範囲のある町内会長へ、電話に
よる連絡・説明をしております。今後も緊急
時には必要に応じて町内会長及び自主防災組
織の代表の方へ連絡をして参ります。

市サ
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NO 町内名等 項目 質問・要望 回答・対応 担当課 備考

令和４年度　市政に関する質問・要望等（回答）
令和4年10月7日

24 勝手 車の減速の注意喚起

 朝の登校時、上新谷～勝手間の市道でスピード
を出して行く車がいる。カーブが多く危険なの
で、注意を喚起する看板の設置などの対策を要
望する。

　９月１３日、要望内容に記載されている市
道（時間帯）に出向き、状況を確認しまし
た。この日は、スピードを出す
車は確認出来ませんでした。（岩城駐在所
長、交通安全協会役員、市職員）
　今後は警察へパトロール等のお願いや関係
団体の意見も聞きながら、看板の設置等を含
め、皆さんに安全運転
して頂くよう対策を講じて参りたいと思いま
す。

市サ

25 勝手 島式漁港に専用の釣り場を

 島式漁港は県内でも有名な釣り場である。市外
からも多くの釣り人が来て釣りを楽しんでいる
が、釣り禁止の場所が多く、釣り人が楽しめな
い。
　禁止にすることだけの対策ではなく、釣り人
が安全に釣ることのできる釣り場を設置するな
どプラス思考で対策を考えてほしい。

 島式漁港では防波堤を立入禁止区域に設定し
ております。防波堤は波をかぶることが多く
大変危険であり、安全性を考慮して設定して
いるものです。
　釣りは立入禁止区域外で行っていただきま
すよう、ご理解をお願いいたします。

　島式漁港には各箇所に立入禁止などの注意
表示がされております。特に防波堤やテトラ
ポッドは立入禁止区域に設定されておりま
す。これらの場所は波をかぶることが多く大
変危険であり、これまでにも落下による死亡
事故や、けが人発生による救急隊の出動など
の事案が発生しており、安全性を考慮して立
入禁止に設定しているものです。　釣りは注
意表示に従い立入禁止区域外で行っていただ
きますよう、ご理解をお願いいたします。

産業建
設

22 勝手 交通機関の充実について

 高齢者にとって、どこに行くのにも不便を感じ
る。交通機関のより一層の充実を図る方策を願
う。

 市では既存の公共交通機関と共存しながら、
路線バスが撤退した地域には代替としてコ
ミュニティバスを運行しています。しかし、
車社会化の定着により、公共交通の利用者が
減少し、便の確保も厳しい状況ではあります
が、公共交通機関が利用できる範囲にお住ま
いの場合は、積極的な利用をお願いいたしま
す。
 また、ＪＲ駅やバス路線から離れている地域
への支援として、『近くのバス停やスーパー
まで遠く「おでかけ」が出来ない』などの
“細かなニーズ”に対応するために、町内会
等が自ら取り組む事業を『乗り[逢い]交通』
と定め、実施までのサポート、経費の助成を
行っております。住民同士の互助にはなりま
すが、交通手段確保のための施策として、町
内会での事業実施のご検討をお願いいたしま
す。
 公共交通につきましては利用が増えることで
路線を「守り育てる」ことができますので、
まずは積極的なご利用をご検討いただければ
幸いです。
　勝手地域内を運行しておりますコミュニ
ティバス道川北線のより一層のご利用をお願
いいたします。

市サ

 防災行政無線の配置場所につきましては、放
送（音）の影響を考慮し、拡声器（子局）を
設置しておりますが、天気によっては聞こえ
づらくなってしまう場合もあることが現状で
す。また、放送は主に屋外の方を対象として
おりますので、屋内にいる方には聞こえない
場合もあると考えます。そのため、市ホーム
ページで、放送内容を掲載しており、それを
確認することができない方に対しての伝達方
法は、町内会や隣近所での「声かけ」なども
お願いしており、併せて話し方やテンポにつ
いても工夫し研究してまいります。
 なお市では、災害時に避難情報などを効果的
に伝わるよう防災行政無線だけではなく、消
防防災メール（登録制）、LINE公式アカウン
ト等SNSのほか、テレビなどフル活用して発信
することとしております。それぞれご利用く
ださり、災害等にお備えいただければと思い
ます。
　また、８月に道川地区で発生した漏水被害
の際は、影響範囲のある町内会長へ、電話に
よる連絡・説明をしております。今後も緊急
時には必要に応じて町内会長及び自主防災組
織の代表の方へ連絡をして参ります。

市サ23 勝手 防災無線の放送の改善

 以前よりは改善されてきていると思うが、防災
無線が聞き取りにくい。音が重なって聞き取り
にくいのもあるが、声がぼやけて明瞭さに欠
け、また警報なのに間延びして緊張感に欠け
る。緊急を要する内容が多いので、周知させる
点で改善を望む。
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NO 町内名等 項目 質問・要望 回答・対応 担当課 備考

令和４年度　市政に関する質問・要望等（回答）
令和4年10月7日

26 勝手 抜本的な熊対策を

 市内に熊が出没すると防災無線で警報するが、
最近頻繁に熊出没警報を聞く。
　このままだと人の生活圏がどんどん狭められ
てしまうのではないかと危惧する。抜本的な対
策を望む。

　熊が目撃された場合には、熊と遭遇しない
ようにすることが最も重要です。このため、
防災無線の外、「防災メール」や「由利本荘
市公式LINEアカウント」など、様々な手段で
情報発信を行っています。また、熊の目撃箇
所が特定の範囲で確認された場合には、箱ワ
ナによる捕獲・駆除を実施することとして、
現在は複数箇所に設置しており、９月６日
（火）には雄の成獣１頭を箱ワナにより捕
獲、駆除いたしました。今後も引き続き対応
して参りますので、ご理解をお願いします。
　町内会におかれましては、熊と人との生活
圏を明確に分けるため、民家裏などの草刈り
を積極的に行っていただくとともに、熊を引
き寄せる原因となる生ゴミや廃棄作物などを
屋外に放置しないといった未然に防ぐための
行動にご協力くださいますようお願いいたし
ます。

産業建
設

27 風平町
君ヶ野川雑木伐採及び土砂搬
出による氾濫防止（観音下か
ら市道新磯橋間）

 全国各地で、線状降水帯による土砂災害や河川
氾濫災害が多く報道されています。大規模河川
はもとより、身近な小河川の氾濫が地域に大き
な被害をもたらしています。
　君ヶ野川の護岸整備から数年経過があります
が、この間、雑木の乱立、土砂の堆積が著し
く、河川容量が３分の１程になっているように
思います。
　昨年７月に、君ヶ野川氾濫の危険性があると
して、風平町内会に避難指示が出されました。
幸い、事態は免れましたが、現在の河川状況で
は氾濫災害を招く心配があります。
　是非とも、君ヶ野川の雑木伐採、及び土砂搬
出を行って頂き、氾濫の危険要因を取り除いて
頂くことを要望致します。

　令和５年度の県事業へ要望をしておりま
す。現地立会いを行い早期解消に向け働きか
けてまいりますのでご理解とご協力をよろし
くお願いします。

産業建
設

28 上徒士町 市道の道幅拡張の予定につい
て

 白山会館から大通り（市道亀田線）に出る小路
（代官小路２号線）が途中で道幅が狭くなって
います。車が一台しか通れないもののそれなり
に利用されています。
　出てくる車と入ろうとする車が互いにゆずり
あい時には片方がバックして通行していて不便
です。
　その狭い道路部分を将来的に拡張する予定が
あるか教えて下さい。あるとすればいつ頃にな
るかもお願いします。

　現在、拡幅等の改良工事の計画はございま
せんが、緊急度や重要度などさまざまな観点
から調査をし対策等を検討してまいります。

産業建
設

30 高畑
急傾斜地崩落危険区域（八幡
前地内）の安全対策工事につ
いて

　本地域は、昭和４５年９月に急傾斜地崩落危
険区域に地域指定され現在に至っているが、豪
雨の際は度々山腹部分の崩壊が発生し令和２年
７月には崩落土砂が建物にまで達しており、ま
た最近では山腹にある墓地の直近まで崩落する
等、地域の懸念材料となっております。
　本地域山腹について、抜本的な安全対策がさ
れるよう適切な制度検討と関係機関に働きかけ
を要望します。

当箇所においては、去る８月１９日（金）
県・市及び町内会長様立会いのもと、現地の
状況等を確認し安全対策の該当要件に合致し
ないまたは、経過観察箇所である旨県より説
明、指導をいただいております。
しかしながら、市では土砂災害の危険箇所で
あるとの認識でおりますので、引き続き県に
対し情報提供を行い調査、対策等の要望をし
てまいりますのでご理解とご協力よろしくお
願いします。

産業建
設

29 高畑
岩城内道川字高畑家ノ沢地内
排水路（市道側溝）の改良に
ついて

　本排水路は市道高畑富田線の側溝を兼ね旧岩
城町時代に農村総合整備モデル事業の集落道と
して改良工事が行われ現在に至っています。
　この数年、夏には毎年のように集中豪雨に見
舞われ****氏が所有する土蔵、作業小屋、農機
具格納庫等５棟床上冠水する被害を受けていま
す。大雨冠水時の現地状況を見ると降水量の多
さも問題ながら道路側溝の水が民地側に逆流す
る高さ設定となっており当時の設計内容に疑問
が持たれています。再三の要望事項でありこれ
までの調査結果を明らかにするとともに早い機
会に対策工事を実施するよう強く要望します。

　本ご要望につきましては、町内会として長
年の懸案事項であることは承知しておりま
す。
　この状況を解消するためには、側溝改良を
含む道路改良をする必要がありますが、改良
する延長が長いため多額の工事費用となるこ
とが見込まれます。全ての費用を市の予算で
賄うのは、難しい状況ですので国の交付金を
頂きながら実施することが現状では、最良の
方法と考えております。しかし、現在の国の
交付金状況は、橋梁等の長寿命化が主になっ
ており、当地域でも数年前から要望している
道路改良に着手できていないのが現状です。
　この状況をご理解くださるようお願い申し
上げます。

産業建
設
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NO 町内名等 項目 質問・要望 回答・対応 担当課 備考

令和４年度　市政に関する質問・要望等（回答）
令和4年10月7日

33 高畑 県、市道沿線の枯損木の伐採
について

　国、県、市道沿線にあるマツ等の枯損木が散
見されます。幸い大きな事故は発生していない
ものの強風や積雪により道路側に倒れることは
想像に難くありません。
早い機会に伐採処理するよう要望します。
（１）高畑最終処分場内枯れマツ
（２）雄和岩城線馬道交差点近辺枯れマツ
（３）総合支所周辺枯れマツ

 各項目について、下記のとおり、ご回答いた
します。
（１）９月１４日に伐採処理を完了しており
ます。
（２）９月６日に伐採処理を完了しておりま
す。
（３）総合支所周辺枯れマツについては発見
次第伐採を実施しており、今年度も７月末に
伐採しております。今後も枯れ松が発生した
場合には順次伐採を実施して参ります。

産業建
設、市

サ

34 高畑 道路沿線にある不要看板等の
撤去について

　道路沿線の設置責任者が明確でない看板等は
既に用を過ぎたものと考えられ市が主体となり
撤去したらどうか。強風時に飛ばされる危険や
外見上も見苦しく必要ないものだ。
（１）新鶴潟地内の内容不明看板
（２）内道川川向地内の内容不明看板
（３）その他

　ご指摘ありがとうございました。８月２４
日に現地に出向き、不要と判断しており撤去
しております。今後も適宜、見回りや管理を
徹底して新設・修繕・撤去等適切な対応をし
て参ります。

産業建
設、市

サ

31 高畑 道路・河川等公共施設の草刈
り作業徹底について

　草刈り作業は単に営農上のカメムシ等防虫対
策だけではなく交通安全対策・防犯対策・クマ
対策上も重要な意味を持ち、安全な暮らしに欠
かせない作業の一つです。
特にクマ対策として見通しの良い環境にするこ
とは重要で国道７号から高畑間の県道、市道沿
線はヤブ化の進行が早く路肩及び法面の徹底し
た草刈り及び雑木伐採作業を要望します。
　次の関係部分について草木刈り払い、立木伐
採されるようまた、所管によっては県への働き
かけを要望します。
（１）市道高畑富田線の消防学校北側カーブ部
分について雑木及びツル草が道路側に伸び危険
な状態です。早期刈り払いを要望します。
（２）観音下団地周辺の市道及び県道等の路肩
及び法面等の雑木、立竹木の伐採を要望しま
す。
（３）君ヶ野川は消防学校前橋梁より下流につ
いて例年草刈りを実施していますがクルミ、ヤ
ナギ等実生立木を刈り残すことからこれが成長
によりヤブ化が進み流下断面を狭めています。
また、実生立木には上流から流れた工事資材や
農業資材等が引掛り著しく周辺環境を損ねてい
ます。水際までの草刈りと河川内立木の伐採に
ついて実施を要望します。
（４）主要地方道雄和岩城線は高速アクセス道
及び地域の幹線道路として供用されていますが
歩車道境界ブロックの根元部分から雑草が繁茂
しており管理者である県に除草剤散布等適切な
管理の働きかけを要望します。

　市道及び県道の草刈りについては市直営班
や業者委託等により引き続き作業を適正管理
に努めてまいります。

（１）順次対応してまいりますのでよろしく
お願いします。
（２）順次対応し、県管理箇所につきまして
は早急に対応していただくよう要望してまい
ります。
（３）、（４）　県道及び県管理河川につき
ましては早急に対応していただくよう要望し
てまいります。

産業建
設

32 高畑 岩城地域出没クマの駆除につ
いて

　岩城地域では連日のように市情報無線により
クマの出没情報が流れます。
人家連坦部である大字「岩城勝手」から「内道
川」そして「二古」にかけての出没が多いよう
に感じます。
　また、病院のそば高速道路ランプ周辺あるい
は岩城中学校のそば等公共施設があって市民の
往来がある箇所で目撃というのも大きな不安要
素です。
地域市民の中には見たけどいろいろ聞かれるか
ら通報しないという情報も相当数あります。

　もう日常的にクマがそばで生息していると
言っても過言ではありません。
この状態が２、３年続き安心して学校に行くこ
とも、田畑に行くことも、散歩に出ることもた
めらいが出て地域活動に大きな支障が出ている
状態です。
　ついてはこの対応として猟銃による駆除実施
を強く要望します。もし猟銃駆除が出来ないと
すればオリの設置数を増やす等市の本腰を入れ
た駆除を強く要望します。
先に市長への手紙で本庁から別紙内容の回答を
受けているが更に検討のうえ新たな対策を講じ
るよう要望します。

　熊が目撃された場合には、熊と遭遇しない
ようにすることが最も重要です。このため、
防災無線の外、「防災メール」や「由利本荘
市公式LINEアカウント」など、様々な手段で
情報発信を行っています。また、熊の目撃箇
所が特定の範囲で確認された場合には、箱ワ
ナによる捕獲・駆除を実施することとして、
現在は複数箇所に設置しており、９月６日
（火）には雄の成獣１頭を箱ワナにより捕
獲、駆除いたしました。今後も引き続き対応
して参りますので、ご理解をお願いします。
　町内会におかれましては、熊と人との生活
圏を明確に分けるため、民家裏などの草刈り
を積極的に行っていただくとともに、熊を引
き寄せる原因となる生ゴミや廃棄作物などを
屋外に放置しないといった未然に防ぐための
行動にご協力くださいますようお願いいたし
ます。

産業建
設
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NO 町内名等 項目 質問・要望 回答・対応 担当課 備考

令和４年度　市政に関する質問・要望等（回答）
令和4年10月7日

35 二古 松くい虫による松枯れ対応に
ついて

　場所は二古新橋から鶴潟町内に向かう後山線
の山手側（二古広場側）
松枯れが２０本ほどあり。山手下側の歩道は住
民の通路使用は勿論のこと、岩城中学校生徒の
通学路にもなっており、枯れ木倒木落下による
危険があるため

　市道については道路パトロール等で巡回を
行い、歩行者及び通行車両に支障となる支障
木は随時伐採等の処理を行っております。引
き続き道路パトロールを実施し対応してまい
ります。また、町内所有地の松枯れ等支障木
については、所有者による伐採等のご協力を
いただきたく存じますので、何卒ご理解とご
協力お願いいたします。

産業建
設
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